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3. 丹沢大山地域の利用可能な森林木質バイオマス賦存量の推計

前野真吾 1)

Study on Calculation of the Estimated Amount of Useful Forest Woody Biomasses 
in Tanzawa-Oyama

Shingo Maeno

要　約

　本稿では， 丹沢大山地域 8 市町村 （2005 年現在） の山のなりわいのカスケード的複合利用資源として利活用できる森林

木質バイオマス賦存量の推計を，GIS を活用しておこなった． まず，自然環境と行政の森林計画の意向を重ね合わせ，更に，

接道条件を考慮し 『森林木質バイオマス利用可能区域』 （14,097.8zh） を確定した． そして， この区域における森林木質バ

イオマスが材積 3,051,058m3 ・成長量 58,096m3 / 年が賦存していることが推計できた．

(1) はじめに

　丹沢大山総合調査における地域再生調査チームの山の

なりわい再生複合戦略グループは， 山のなりわいの再生を

目的とし， その一環として森林資源のカスケード的複合戦

略を目指して調査研究をおこなった． この調査で， 関東大

震災やシカの過剰増殖により森林の下層植生が食い荒らさ

れ土壌面の雨滴浸食や表土流出による荒廃林化や， 私有

林の所有者や境界不明による森林管理施策の支障など，

丹沢大山地域の森林の課題が明らかになった．

　この調査研究の一環として， 筆者らは， 山のなりわい再

生のための利活用資源である森林木質バイオマス賦存量

の推計をおこなった．

　そこで本稿では地域環境配慮型での山のなりわいのカス

ケード的複合利用資源としての森林木質バイオマス賦存量

の推計を目的とする．

　本稿は以下の方法で， 展開していく． まず， GIS （地理

情報システム， 「ArcView」 使用） を用いて， 丹沢大山地

域の自然環境 （植生自然度と傾斜区分） と， 行政の森林

計画の意向を重ね合わせ， 地域環境に配慮した 『森林木

質バイオマス利用区域』 の確定をおこなう． 更に， 森林木

質バイオマス利用を図る際に必要条件となる接道条件を考

慮し， 仮説として 『森林木質バイオマス利用可能区域』 を

確定する． 更に 『森林木質バイオマス利用可能区域』 に

おけるカスケード的複合利用資源としての森林木質バイオ

マス賦存量の推計をおこなう．

(2) 地因子による森林区分の確定

　地因子からの森林区分の確定にあたり 2 つの地理的分布
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図 1. 植生自然度
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図 2. 傾斜区分
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図 3. 地因子に基づく森林区分
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表 1. 地因子に基づく森林区分面積
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図 4. かながわ森林づくり計画
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図 5. 『森林木質バイオマス利用区域』

特性図を選択した． まず人間による自然介入の程度を把握

するための指標として， 「自然環境情報 GIS 第二版」 （1 ：
50,000 / 環境庁自然保護局 / 平成 11 年 3 月） を植生自然

度により分類した植生自然度図を選択した （図 1）． さらに，

森林利用および，国土保全が図れる傾斜の指標として，「数

値地図 50m メッシュ （標高）」 （1 ： 25,000 / 国土地理院 / 
平成 13 年 5 月） を選択した （図 2）．
　植生自然度図と傾斜区分図をオーバーレイし， 地因子

に基づく森林区分を確定した． 結果， 6 種類に分類でき

た． 植生自然度⑥ （植林地） と植生自然度⑦ ・ ⑧ （二

次林） で， 傾斜区分が 0～ 30°未満である領域を， 利用

が可能である森林区分とした （図 3）． 緩傾斜な植林地は 
13,001.6ha （27.1%），緩傾斜な二次林は 16,957.9ha （35.3%）

を占めていた （表 1）． つまり， 地因子による森林区分より，

29,959.5ha（62.4%）の森林が利用できることが明らかとなった．

(3) 『森林木質バイオマス利用区域』 の確定

　神奈川県では神奈川の全ての森林を対象に， 森林の保

全 ・ 森林の整備や管理を森林所有者の努力に加え， 県民

共通の財産として県民と行政の一体で進めるため， かなが

わ森林づくり計画を 1994 年 3 月に策定している． この計画

において丹沢大山は， 生活保全森林ゾーン （23,107.5ha ：

31.1%） ・ 資源活用森林ゾーン （35,520.1ha ： 47.9%） ・ 生

態保全森林ゾーン （15,560.7ha ： 21.0%） に区分されてい

る （図 4）． なお，このゾーンには一部里地等が含まれるが，

本稿では森林のみを扱った． このゾーンにおいて森林木質
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図 6. 林道網と 200m バッフ
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図 7. 『森林木質バイオマス利用可能区域』

バイオマスが利活用できるのは， 生活保全森林ゾーンと資

源活用森林ゾーンである． そこで， かながわ森林づくり計

画と地因子に基づく森林区分を重ね合わせ， 『森林木質バ

イオマス利用区域』 の確定をおこなった．

　重ね合わせにより， 地因子に基づく森林区分による緩傾

斜の植林地と二次林， かながわ森林づくり計画区分による

生活保全森林ゾーンと資源活用森林ゾーンの重なり合う区

域を『森林木質バイオマス利用区域』とし，24,885ha（50.6%）

が分布していた （図 5）．

(4) 『森林木質バイオマス利用可能区域』 における森林木

質バイオマス賦存量の推計

　森林木質バイオマスを利用する際， 森林経営や森林管

理から分析した森林状況の把握が必要となる． 特に， 接道

条件は森林木質バイオマス調達費にも大きく関係する． そ

の指標として，現状での伐出費の限界である 200m バッファ

を設定した （図 6）． そこで， 『森林木質バイオマス利用区

域』 と接道バッファを重ね合わせ， 『森林木質バイオマス利

用可能区域』 を確定した （図 7）． また， 森林木質バイオ

マス賦存量の算定は， 森林基本図 （1 ： 5,000/ 神奈川県 / 
平成 14 年） と森林簿 （神奈川県 / 平成 14 年）を採用した．

　結果， 『森林木質バイオマス利用可能区域 』 は 
14,097.8ha （28.3%） 分布し， 材積 3,051,058m3 （31.0%）・
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表 2. 『森林木質バイオマス利用可能区域』 賦存量

成長量 58,096m3 / 年 （30.4%） が賦存していた （表 2）．
その内， 所有者の判別など早急な森林への対応が必要な

個人有林が最も多く占めており， スギ林や広葉樹林を中心

に， 9,645.94ha ・材積 2,028,567m3 ・成長量 36,949m3 / 年
であった．

(5) おわりに

　森林木材資源の持続的で適切な管理 ・ 利用により自然

環境の保全が図られ， 森林管理の担い手の持続的な雇

用により， 山のなりわい再生や地域の活性化につながると

考える． 本稿では森林木質バイオマス賦存量の解析を主

目的とし， 地域環境配慮型でカスケード的複合利用資源

として林道からの距離等を配慮した 『森林木質バイオマス

利用可能区域』 が 14,097.8ha と算定できた． また， 材積 
3,051,058m3 ・成長量 58,096m3 / 年が賦存していることが明

らかとなったが， 所有者判別等の必要な個人有林が多くを

占めており， 早急の対策が必要である．

　本稿により， 定量的に森林木質バイオマス量を推計でき

たことで， 製材所等への安定供給の予測ができ， 森林管

理につながることが期待される． 同時に， エネルギー利用

等の環境に配慮したカスケード利活用により， 森林木質バ

イオマスの付加価値を高め， コスト的な負担を軽減すること

も必要である．
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